
 

総務部 

組織目標 
 総務部は、総務課・人事課・管財課・公共施設マネジメント推進課・市民税課・資産税課・収税課（債権回

収対策室）で構成し、市の行政一般、条例及び規則、人事、工事の入札・物品の購入及び契約、市有財産の

管理、公共施設マネジメント、市税に関する施策に取り組んでいます。 

総務部の目標 （令和５年度） 総 務 部 長 

【部の基本方向】 

行政事務の効率化・適正化や人事管理・職場環境の充実を図るとともに、公共施設を適切な形で将来

世代に引き継ぐ「公共施設マネジメント」の取組を推進します。また、市税の適正な賦課・徴収に努め、安定

的な行財政運営に必要な自主財源の確保を図ります。 

【部の重点方針】 

１ 行政運営の効率化と市民の利便性向上に向けて、業務のデジタル化やペーパーレス化を進めます。 

２ 市政の長期的な展望を踏まえた人材確保・人材育成・人材活用に取り組みます。 

３ 公共工事等の入札及び契約に関する課題を検証し、適正化に取り組みます。 

４ 公共施設マネジメント事業計画を着実に推進するとともに、適切な市役所整備に取り組みます。 

５ 市税の賦課から徴収までの一連の業務を正確かつ迅速に進め、自主財源の確保に努めます。 

【課の目標（達成すべき目標）】 

 

【総務課】   

１ 個人情報保護制度・情報公開制度の適正な運営

を推進します。 

 

 

 

 

２ ペーパーレス化を引き続き推進するとともに、新

庁舎等の整備を踏まえ、文書保存区分の見直し

等、保存文書の適正化を図ります。 

３ 例規制定及び改廃事務において、政策課題を理

解し、所管課へ助言するとともに適正な審査を行

います。 

 

【人事課】 

４ 優秀な人材を確保するために職員採用試験の見

直しに取り組み、受験者数の増加を目指します。 

５ 入間市が求める職員像について改めて検討し、

時代に即した人材育成基本方針となるよう改訂を

 

【目標の達成度合】 

 

 

１ 令和 5 年 4 月から個人情報保護制度が改正さ

れたことに伴い、個人情報保護に係る内部監査を

実施し、制度の適正な運営に努めました。また、情

報公開条例に基づく公文書開示を３４８件、個人

情報保護法に基づく自己情報開示を３６件行いま

した。 

２ 文書管理システムの導入等により（電子決裁率

99％）、令和４年度と比較してＡ4の用紙換算で

856箱分を削減できました。 

３ １３８件の条例、規則、規程、訓令、告示の制定改

廃について、適正に審査を行いました。 

 

 

 

４ 職員採用試験の方法等を見直し、３１７人

（前年度比１１５人増）が試験を受験しました。 

５ 新たな課題に対応することを踏まえた職員

像の検討などを行い、人材育成基本方針を改訂
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行います。 

 

【管財課】 

６ 入札の透明性、競争性及び公平性の向上、不調

入札件数の低減のため、入札制度の改革等に努

めます。 

 

 

７ 不用な公有地について、その物件に合った適切

な方法による売却処分を進めます。また、財産の

有効活用について研究します。 

 

 
 

８ ゼロカーボンシティの実現に向け、計画的に公用

車のＥＶ化を進めます。 

 

【公共施設マネジメント推進課】 

９ 公共施設マネジメント事業計画（第１期事業計

画）の時点修正に取り組みます。 

 

 

１０ 宮寺･二本木地区の小学校の統合の方向性を

定めます。 

１１ 新庁舎等の整備に向け、基本設計を完了させま

す。 

 

【市民税課】  

１２ 法人市民税の未登録及び未申告の調査を実施

し、税の公平性の確保と申告の勧奨に努めます。 

 

１３ 市民向けにスマートフォン等を利用した確定申

告の講習会を開催し、「来なくて済む市役所」の実

現を目指します。 

 

【資産税課】 

１４ 課税誤りを未然に防ぐため、適正課税に向け

て、実地調査を行うなど、引き続き対策に取り組

みます。 

 

 

１５ 償却資産の申告率が 96％を上回るよう、申告

の勧奨等の対策に取り組みます。 

しました。 

 

 

６ 公平性の向上を図り、受注機会の拡大のため、

建設工事等の入札において、引き続き一抜け方

式を実施し、また、前金払いの支払い限度額を撤

廃し、令和 6年 4月 1日から施行できるよう準備

を進め入札制度の適正化に努めました。 

７ 1物件を入札により落札者へ、２物件を随意契約

により隣接地権者へ売却しました。また、売却に

不向きな土地を、駐車場として貸付するための研

究を行い、入札を実施し、歳入確保に繋げまし

た。 

８ 令和６年度から令和１０年度までの５年間、毎年

ＥＶ８台の導入計画とし、駐車場棟ＥＶ車用充電

設備設置工事を契約しました。 

 

９ 令和５年度までの取組実績や検討状況を整理す

るとともに今後の取組内容を示すものとして、令

和６年３月に「公共施設マネジメント事業計画【時

点修正〔令和５（2023）年度〕】」を作成しました。 

10 統合に向け要件整理や用地選定などの検討を

進めました。 

11 令和５年８月までに基本設計に関する諸条件を

整理し、令和６年３月に基本設計を完了しました。 

 

 

１２ 未申告者等に対しては、未申告通知を発送す

るとともに、市内に本店のある１１事業者に対して

実態調査を行い、申告の勧奨に努めました。 

13 デジタル化の推進を図るため、「スマホでらくら

く確定申告講習会」を令和 5 年１１月に 2 日間、

延べ 6 回開催し、合計で６１人の受講がありまし

た。 

 

14 課税客体の異動の把握を目的として実施して

いる航空写真撮影業務に、令和４年度からＡＩに

よる判定を導入し、家屋の新・増築や滅失、また、

土地の利用状況の変化など正確な把握に努めま

した。 

15 督促や催告をはじめ、先進地の取組を研究・実

施した結果、９６．５％の申告率となりました。 



 

【収税課】 

１６ 市税の現年課税分収納率 99％、国保税の現

年課税分収納率 94％の確保に向けて、引き続き

滞納対策に取り組みます。 

 

 

 

 

【債権回収対策室】 

１７ 市税滞納の徴収が困難な案件に対する滞納整

理を推進します。 

１８ 市税以外の債権のうち徴収困難なものとして移

管を受けたものについて（保育所保育料、後期高

齢者医療保険料、生活保護費徴収金）の滞納整

理を図ります。 

１９ 市債権の収納率向上を図るため、所管課と連

携して債権徴収業務の適正化に取り組みます。 

 

 

1６ 早期の納税相談、適正な滞納処分等に取り組

んだことにより、市税 0.46 ポイント、国民健康保

険税 1.48ポイント目標値を上回りました。  

 

1７ 市税滞納の徴収が困難な案件に対して滞納整

理を推進し、収納率向上に努めました。 

1８ 市税以外の債権のうち徴収困難なものとして移

管を受けた案件について、滞納整理を図りまし

た。 

 

1９ 市債権の収納率向上を図るため、所管課と連

携して債権徴収業務に取り組みました。 

 税 目 目標値 実績値 対 比 

 市   税  99.00％  99.46％   0.46pt 

 国 保 税  94.00％  95.48％   1.48pt 

 


